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議事録（10/22～10/31：官団員協議時） 
議  題 JICA 事務所との協議 
面談相手 JICA ハノイ事務所 中川所長、東城次長、ビン所員、小林所員ほか 

JICA 専門家（VNRA 派遣）橋田氏 
日  時 2007 年 10 月 23 日 16:30p.m. ～ 17:30 p.m. 
場  所 JICA ベトナム事務所 
調 査 団 調査団、橋田専門家 
【議事内容】 

調査団から調査内容の説明を行い、次のような議論を行った。 
(1) 技術基準の中に、在来線（都市間鉄道）を含めるか否か 

・ 都市間鉄道も調査対象に含めれば、ベトナム側は歓迎するだろう。調査の期

間・予算も勘案しつつ要検討。 
・ トラムや路面電車は除外する予定だが、都市間鉄道の在来線とは直通運転も

有り得るので確認の上検討する必要がある。 
  （2）ベトナム側で検討中の高速鉄道計画の取り扱いにについて 

・ 別の開発調査（VITRANSS2）にて、当該計画の実現可能性の検討を行って

いる段階であることから、今回の技術標準の対象とはしない。 
  （3）技術基準策定後の法制化に向けて 

・ 基準を取り纏めるだけでは意味がなく、ステアリング・コミッティやワーキ

ンググループを設置した上で、法制化に向けても支援することが必要。法制

化された後のモニタリング体制も提案する必要があろう。 
  （4）都市鉄道の技術標準について 

・ 円借款による整備が予定されているハノイ市 1 号線は、ベトナム鉄道の在来線

を高架化・電化・複線化するものであるが、この点で都市間鉄道・都市内鉄道

の区切りをつけ難い。要検討。 
・ （ホーチミン・ハノイ両市の都市鉄道の全線を日本が支援できる訳ではないと

いう事情を勘案するまでもなく）本調査で策定される技術基準は、日本の規格

以外を締め出すようなものではない。ただし、他路線に先駆けて事業が開始さ

れているホーチミン市1号線では我が国のSTRASYAが適用することで決まっ

ているため、同基準は少なくとも、これを除外しないものにはなる。 
・ ただし、ADB が作成しようとしているとの情報もある技術標準により、日本

の規格が排除されるようなことがあってはならない。 
・ ベトナム側は技術基準＝仕様であると考えている節がある。今回策定される基

準はそこまで厳格な「縛り」を設けるものではなく、ベトナム側の意向を確認

する必要がある。 
 

４．協議記録 
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議  題 VNR との協議 
面談相手 VNR Mr. Nguyen Huu Bang(総裁) Mr. Ngo Cao Van (車両課長) 

   Mr.Phan Quoc Hung (信号通信課長) 
TRICC（Transport Investment and Construction Consultant） 

Mr. Nguyen Thanh Tinh (副総裁) 
日  時 2007 年 10 月 24 日 10:10a.m. ～ 11:30 a.m. 
場  所 VNR 会議室 
調 査 団 調査団、ビン所員、橋田専門家 
【議事内容】 

調査団から調査内容の説明を行い、次のような議論を行った。 
(1) 総裁挨拶 

・ VNR は数々のプロジェクトを進めているが、特にハノイ駅近辺の高架化（＝

ハノイ都市鉄道 1 号線）や南北高速鉄道計画がある。日本の新幹線の技術標

準については手元に持っている。 
・ （団長説明後）VNR には 3000km に及ぶ鉄道網があるが、都市鉄道はない。

現在の内部技術標準については 1970 年代に中国から得て、さらに 1990 年

代にヨーロッパから UIC（国際鉄道連合：Union Internationale des 
Chemins de fer）基準を取り入れたものである。2003 年に政府が鉄道事業

を監督する立場になったことから、2005 年に鉄道法を作り国家鉄道

（National Railway）と都市鉄道（Urban Railway）を区別するようになっ

た。これに伴い、全ての国家鉄道は VNR が担当し、都市鉄道は各都市の人

民委員会が担当することとなった（注：その意味で、ハノイ都市鉄道 1 号線

の定義は曖昧である）。 
・ ハノイの高架鉄道（1 号線）は円借款供与によるものなので STRASYA を用

いるが、一方、北部地域では中国の標準を使っているし、その他のプロジェ

クトでは UIC 基準を使う場合が多くなっている。 
(2) VNR としての立場 

・ JICA の支援である技術標準作成には了解するが、VNR としての方針につい

ては MOT に進言する。 
(3) 都市鉄道全般について 

・ ハノイ 1 号線は電化・複線化・高架化して、駅数も増やして一般的な意味で

の都市鉄道とするものであるが、ホーチミンには、他の都市鉄道との直通運

転も含め、同様の計画はない。 
・ ハノイ 1 号線は「国の鉄道の上に都市鉄道を作ることである」（注：原文マ

マ）。ハノイにおいては、過去に 7 本の計画があったが、日本の提案で 4 本

に絞られた。 
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・ 都市鉄道の依拠すべき基準としては日本・中国・ベルギー等の基準があるが、

個々のプロジェクトはその事業特性に応じた仕様を MOT に申請すること

となろう。VNR としての具体的な方針については、既述の通り MOT に提

案するつもりである。 
(4) 委員会・WG 等について 

・ 技術基準の作成に際し、委員会やワーキンググループへの参加をする点につ

いて了解。MOT から要請されれば然るべき職員を派遣する。 
(5) 本調査の適用範囲について 

・ 新幹線はこの基準に含まれないことについて了解。ただし VNR として、中

長期的な意味では諦めていない。 
・ なお、VNR の内部技術基準は国の法律ではなく交通運輸省が定めた省令の

位置づけである。 
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議  題 ハノイ市人民委員会との協議 
面談相手 都市鉄道事業局（Metropolitan Rail Transport Project Board：HRB） 

Mr. Luu Xuan Hang (副局長) 
計画投資局（Authority for Planning and Investment：HAPI） 

Ms. Nguyen Minh Thuan (局長) 
日  時 2007 年 10 月 25 日 9:00a.m. ～ 11:45 a.m. 
場  所 ハノイ市人民委員会 会議室 
調 査 団 調査団、ビン所員、橋田専門家 
【議事内容】 

調査団から調査内容の説明を行い、先方からはハノイ市における都市鉄道事業の概

要につき、パワーポイント資料に基づき説明があった。主な議論は以下の通り。 
(1) 調査スケジュールについて 

・ 15 ヵ月と言わず、より早く成果品が出てくることを期待する。承認までの

期間を含めているとの由だが、どの程度承認に要するかは、交通運輸省に直

接確認願う。 
(2) 3 号線の線形、今後のスケジュールについて 

・ フランスのタイド援助で建設することとしており、借款契約についても、電

気通信システムを初めとして、フランス式の基準を用いる。なお、鉄輪・鉄

軌道である。 
・ 現在、設計を技術的見地から検討している段階である。トンネル掘削機械の

使用につき問題が生じている。 
(3) 事業実施上の懸念事項 

・ 1 号線の整備主体はベトナム鉄道であるが、用地取得等はハノイ市の担当に

なる。ハノイ市として心配しているのは運営体制の他路線も含めたデマケと、

路線間の整合性である。VNR の事業とは言え、位置付けは都市鉄道とすべ

きであり、この点は VNR と要協議であろう。 
(4) その他 

・ 本調査につき、窓口となる担当者を置くことは承知した。技術的専門性のあ

る 2 名を配置予定。 
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議  題 VNRA との協議 
面談相手 VNRA Mr. Tran Phi Thuong (局次長) 

 Mr. Pham Quoc Cuong (科学技術部課長) 
    Mr. Ho Anh Sang(科学技術部課長) 

 Mr. Hoang Trung Kien(専門家) 
日  時 2007 年 10 月 25 日 14:10p.m. ～ 17:30 a.m. 
場  所 VNRA 会議室 
調 査 団 調査団、ビン所員、橋田専門家 
【議事内容】 

調査団長から S/W の要点について説明を行い、VNRA と以下のような議論を行った。 
1. 規準(Technical Regulation)と標準（Standard） 
・ 規準は全ての鉄道事業に適用され、必ず守らなければならないものである。

標準はその下に位置づけられ、都市鉄道・高速鉄道・在来線等のために事業

毎の特性に鑑み策定されるものである。日本の国交省による 2007 年の調査

にも示された、日本の省令と解釈基準の概念に等しいことを確認。 
2. 調査の対象 
・ 時間と資金が限られているので、標準については急を要する都市鉄道(都市

の地域を走る電化された鉄道)に限ることで良いが、規準については全ての

分野を包含したものを対象とする必要がある。分野としては都市間鉄道(＝
ベトナムでは「国家鉄道」)、高速鉄道、LRT、路面電車までを含んでいる。 

・ また、調査の検討過程においては、日本の鉄道だけではなくベトナムやその

他鉄道先進国のレビューも踏まえたものとする必要がある。 
3. ハノイ 1 号線について 
・ 現在の国家鉄道の路線を電化・複線化・高架化して、都市鉄道の役割を持た

せるものである。 
・ 現在の鉄道法にある国家鉄道（都市間鉄道）を調査対象とすることになるの

で、その延長線上として、在来の都市間鉄道も含めた鉄道のための規準とせ

ざるを得ないだろう。 
4. 基準の内容 
・ 騒音の例で言えば、日本の規準は余りに漠然としているので、定量的な指標

を作ることが望ましい（注：日本の場合、騒音の数値を法律で定めることは

現実的に難しいがゆえに抽象的である）。 
・ 鉄道システムの選択基準（需要レベルに応じ、LRT、トラム、MRT 等を選

択するための選択基準）を盛り込むとの要望については、本来事業者が自ら

の判断で選択する性質の内容であり、調査の中では研究をする程度とする。 
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・ 防災、エレベーター等の付帯電気機械施設、デポ、換気等については、S/W
上の各項目に含まれており、その調査過程の中で当然検討されるべきもので

ある。 
5. 標準の内容 
・ 欧州や中国の鉄道における内容もレビューするものとするが、具体的な内容

は調査の過程で見直して行くことで合意。 
・ 現在 VNR で用いられている内部基準は、規準と標準に分けた上で、本調査

結果を勘案しつつ整理することになるだろう。 
6. Steering Committee と Working Group 
・ VNRA としては、関係機関や有識者の入った委員会は必要ないと考える。

WG の長や MOT の責任者が問題を処理すれば、国の審査委員会で問題なく

承認（通常は、申請から承認まで最低 5 ヶ月を要する）される形であると考

える。これについては、さらに継続協議の上、S/W 及び M/M で固めること

とする。 
・ WG は専門分野別(土木・電気・車両・運転)に作るもので、ベトナム側の専

門家と調査担当者とで実質的に調整をする場である。 
7. 便宜供与 
・ Office は VNRA 内に中規模の会議室程度であれば、何とか確保する。 
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議  題 JBIC ハノイ事務所との協議 
面談相手 大村駐在員 
日  時 2007 年 10 月 26 日 8:45a.m. ～ 10:00 a.m. 
場  所 JBIC ハノイ駐在員事務所 
調 査 団 調査団、ビン所員、橋田専門家 
【議事内容】 

調査団から調査内容の説明を行い、JBIC 大村駐在員から次のような情報提供があっ

た。 
・ MOT で局間の問題を解決できるのは、大臣及び副大臣だけであり、Steering 

Committeeの設立及び、そのトップへの副大臣以上の就任は必要と考える。 
・ ホーチミン市においては、1 号線のコンサルタントとの契約が今年度中にも

行われる予定。 
・ 1 号線で「STRASYA」を採用した際は、「標準がベトナム国内にない場合は、

他国のものでよい」という建設省の規定があり、日本の技術解釈基準を英訳

の上提供し、認めてもらった経緯がある。 
・ ホーチミン市の 2 号線及び 3 号線については、ADB がフランス国鉄の子会

社 MVA を雇用し、規準及び標準を作ろうとしている。ADB は 12 月までに

DFR を出すとしているが、10 月中のセミナーが延期されており、後ろ倒し

されるかもしれない。 
・ ホーチミン市においては、交通混雑の解決が最大の課題となっており、市や

人民委員会からは、日本への期待が非常に高い。一方、ハノイ市においては、

フランスや（バスシステム整備を行っている）世銀の声が強く、日本として

はホーチミンと同様のステータスが現段階ではない。 
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議  題 ホーチミン市人民委員会との協議 
面談相手 Mr. Nguyen Van Quoc（計画投資局長） 

Mr. Nguyen Do Long（都市交通運営局長） 
Mr. Tran Thi Anh Nguyet（同副局長） 
Mr. Hoang Nhu Cuong（同 1 号線 PMU 長） 
Ms. Le Hong Ha （同 2・3 号線調査ユニット長） 
Mr. Trinh Viet Dung（運輸都市交通事業局）  
Mr. Pham Quoc Chuong（同上） 
Mr. Hoang Trung Kien(技術専門家) 

日  時 2007 年 10 月 29 日 10:00a.m. ～ 12:00 a.m. 
場  所 ホーチミン市人民委員会 会議室 
調 査 団 調査団、ビン所員、橋田 JICA 専門家・井上氏（JBIC 専門家） 
 
【議事内容】 

調査団から調査内容の説明を行った後、以下のような議論を行った。 
1. VNRA との協議内容に係る、調査団からの説明 

・ 都市鉄道の複数の計画があるようだが、規準等が整備されていないので、本

調査は参考になると考えている。本調査の目的は次の 4 点で、それを共有す

ることとした。 
 国は鉄道の「規準」を策定する。 
 規準の対象とする範囲は都市間及び都市鉄道、標準の対象とする範囲

は都市鉄道であり、高速鉄道はいずれからも除く。 
 ベトナム側の受け入れ体制として、WG 及びその上位の Advisory 

Committee を設ける。事業者については後者に参加・議論することに

なり、VNRA ともその前提で協議をしているところ、協力をお願いし

たい。 
 調査スケジュールは、規準に係る審査委員会のスケジュールに併せ、

15 か月と設定。 
2. 1 号線及び本調査との関係について 

・ ホーチミン市人民委員会では、1 号線につき STRASYA を採用することで決

定したが、本調査における規準等がそれに合致する（あるいは、1 号線を認

めてくれる）ものとなるのか、また 08 年第 3 四半期に設計が完了すること

になるのでそれに間に合うのか。高架部分・地下部分、デポ部分の基本設計

を今年度末から進めてゆき、09 年には着工するが、手戻りが生じることを

憂慮している。 
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・ （調査団から、可能な限り規準のドラフティングを早く行い、その段階から

1 号線の内容とすり合わせは行う旨回答したところ）08 年第 3 四半期の時点

で調査が終了していないならば、本調査の結果はガイドラインと位置づけ、

技術的仕様を判断するのに参考資料として用いることも考えられよう。 
 

3. 2 号線及び 3 号線について 
・ 2・3 号線についてはシーメンスが FS を作成したが、kfw（ドイツの援助機

関）による資金供与が見込めず、ADB の下で MVA（フランス国鉄の子会社）

というコンサルタントが案件形成を引き継いでおり、11 月には第一段階（路

線計画を含めたマスタープラン）の調査が終了する。この ADB 調査は日本

の信託基金によるもので、JBIC からもアドバイザーが入っており、円借款

が入るようであれば STRASYA が採用される余地もある。 
・ 11 月には 1～4 号線の接続についても議論をする。来年 4 月には調査がすべ

て終わるが、この段階で ADB による資金供与が検討されるだろう。 
4. その他 

・ 流動調査・分担率等は HOUTRANS 以降実施していない（都市計画のマス

タープランについては、日建設計が実施しているものがあるが、都市計画局

が担当であり、当方では把握していない）。 
・ 首相承認を取り付けているトラムについては、融資を各方面に呼び掛けてい

るが、表明する企業は今のところない。3 本計画しているうち、東西道路に

沿って走る路線については円借款供与を要請するかもしれない。（当方より

トラムについては道路と専用敷を共有する鉄道であり、他の鉄道とシステム

が異なるので調査対象から外す旨伝達。） 
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議  題 MVA（ADB 委託：HCMC 地下鉄調査団）との協議 
面談相手 Mr. Rodolfo Martinez（団長） 

Mr. Tuan Can Vu（副団長：Civil Engineering） 
日  時 2007 年 10 月 29 日 17:30p.m. ～ 18:30 p.m. 
場  所 MVA オフィス 
調 査 団 三宅、須之内、ビン所員、橋田専門家 

【議事内容】 
・ 今般の調査概要について簡単に説明し、今後調査が始まった段階で情報交換

をしたい旨伝達。 
・ ADB 調査は今年 5 月より開始、2 号線と 3 号線につき、シーメンス作成の

プレ F/S をカバーすべく調査を実施中。ホーチミン市全体の都市鉄道 M/P
をまず作成しており、これについては調査がほぼ完了、11 月 9 日にセミナ

ーを実施予定。この中では、ベンタイン市場より西への路線延伸等について

も検討しているが、レポートについては ADB 本部で求めれば入手可能であ

ろう。 
・ また、2 号線及び 3 号線のプレ F/S 精度向上についても、スペックの検討と

併せ実施中。スペックは特に Closed なものではなく、Open なものと認識

している。これまでのところ、2 号線より 3 号線のほうが需要面・コスト面

から Feasible であると考えている。総事業費のうち 5 億ドル程度しか ADB
は供与することができないので、残りの金額（5 億ドル～15 億ドル）につい

ては円借款も含む複数の可能性を探っている。 
・ 4 号線・5 号線については中国やマレーシア、スペインも支援するという話

もあり、スペックの不統一は避けられない。 
・ このほか、事業実施に係る組織体制面や制度面での検討を行うべく、ADB

が別途コンサルタントを雇用。近々調査が開始される予定。 
・ 2 号線及び 3 号線は“Metro System”を考えている。4 万人程度の需要が前

提。なお、他路線も含め、チケッティングや精算システム等、ユーザーイン

ターフェースを考慮するべく検討もしている。 
・ 都市鉄道と都市間鉄道（＝ベトナム鉄道）との接続についても検討している。

中長期的には後者は延伸及び高架化を考えているとの由、2 号線（3 号線？）

との Inter-Change（Inter-Operation ではない）の可能性はあろう。2 号線

については、将来的にクチ（HCMC からカンボジア国境方面に北西 30km）

まで延伸することも見据えている。 
・ 今般の調査においては、交通量調査等は新たに行ったが、HOUTRANS の調

査結果を最大限活用している。 
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議  題 VNRA との協議 
面談相手 VNRA Mr. Pham Quoc Cuong (科学技術部課長) 

 Mr. Hoang Trung Kien(専門家) 
日  時 2007 年 10 月 30 日 8:30a.m. ～ 0:15 p.m. 
場  所 VNRA 会議室 
調 査 団 調査団、ビン所員、橋田 JICA 専門家 
【議事内容】 

S/W 及び M/M について、最終協議を行った。特筆すべき事項は以下の通り。 
・ Counter Part Training（本邦研修）については、2 回実施するべく JICA と

しても調整するが、予算の制約もある旨説明、VNRA も了解。 
・ ホーチミン市 1 号線への、本調査の適用については、本調査の DFR を参考

にして判断することになろう。 
・ 需要予測に応じた、適切な鉄道システムの採用についての研究は、本調査の

対象外とすることで合意。 
・ 規準と標準それぞれについては、VNRA としては、規準、規準の解釈、標準、

標準の解釈を一体的なものとして作成して欲しい旨説明があったが、それぞ

れの性格、位置づけ、役割が違う旨説明し、VNRA も日本側の考え方に同意

した。 
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議  題 MPI との協議 
面談相手 MPI  Mr. Nguyen Hoang Luat（都市開発局 Principal Official） 
日  時 2007 年 10 月 30 日 13:30p.m. ～ 14:00 p.m. 
場  所 MPI 会議室 
調 査 団 三宅、法月、須之内、ビン所員、橋田 JICA 専門家 
【議事内容】 
これまでの協議につき報告を行った。特筆すべき事項は以下の通り。 

・ MPI として、調査の実施には全面的に賛成。都市鉄道事業が急ピッチで進め

られているので、なるべく早い策定が望まれる。 
・ S/W 及び M/M の内容についても問題なく、Witness での署名も対応する。 
・ ステアリングコミッティ（本調査では Advisory Committee）の体制は、法

制化に向けた実効的な役割の確保という点で重要だが、交通運輸省が体制に

つき了解しているなら問題がないと認識。MPI からも然るべき役職の者を派

遣する。 
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議  題 在ベトナム日本大使館との協議 
面談相手 木本一等書記官 
日  時 2007 年 10 月 30 日 15:00p.m. ～ 15:30 p.m. 
場  所 大使館会議室 
調 査 団 三宅、法月、須之内、橋田 JICA 専門家 
【議事内容】 
これまでの協議につき報告を行った。特筆すべき事項は以下の通り。 

・ 案件名変更の必要性については了解。 
・ STRASYA は標準の一つであり、「規準」ではない。 
・ ADB、AFD、JBIC の各ドナーで考えているスペックがかなり異なっている

が、本調査はそれらを最大限整合的に包含する点で重要。 
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議  題 ADB との協議 
面談相手 Mr. Paul Vallely（Senior Infrastructure Specialist） 

Mr. Le Dinh Thanh（Project Implementation Officer） 
日  時 2007 年 10 月 30 日 16:00p.m. ～ 17:00 p.m. 
場  所 ADB ハノイ事務所 
調 査 団 三宅、法月、須之内、橋田専門家 

【議事内容】 
 MVA にて委託して実施中の、ホーチミン市都市鉄道 2・3 号線に係る調査の担当者であ

る Jenny 氏が不在のため、代理の Vallely 氏が対応。 
・ 全路線の M/P 及び、ADB 調査の中での技術基準検討のいずれも、担当者不

在のため何も申し上げられない。 
・ ホーチミン市都市鉄道への支援は、OCR という譲許性の低い金利条件で行

う予定。ベトナム側の意向次第ではあるが、高速道路なども含め、料金収入

を伴う大規模プロジェクトにおける金利条件として採用されることが多い。 
・ これまでの調査の成果であるが、11 月 9 日にセミナーを行う予定。JICA 事

務所の担当者にも招待状を発出しても良いが、報告書等については、セミナ

ーが終わるまで公開できない。セミナー終了後に送付する。 
・ 調査のうち、実施体制等ソフト面での検討を行うコンポーネントの概要につ

いては、JICA 事務所担当者に電子ファイルで送付する。 
・ （本調査開始後は、鉄道先進国の事例研究はもちろん、2 大都市における複

数のドナーによる事業の状況とも整合性を確保する必要があり、協力を申し

入れたところ）既に JBIC とはホーチミン市都市鉄道の仕様等につき話をし

てきたが、これ以上の議論は必要ない（don’t need any further discussion）
と考えている。信号・通信といった分野を除き、各路線で調整しなくてもい

い旨、ホーチミン市とも話はしている。 
・ とは言え、東京のような都市（どのような「都市」かは言及なし）と違い、

ホーチミン市のような都市では、複数の standard が並立するような状況は

好ましくないと考えている。 
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議事録（11/1～11/7：熊谷・清野団員協議時） 
議  題 TRICC(Transport Investment and Construction Consultant)との協議 

面談相手 DoVanHat(社長)、NguyenThanhTinh(副社長)、DuongDangHai(プロジ

ェクト部長)) 
日  時 2007 年 11 月 2 日 8:30a.m. ～ 9:00 a.m. 
場  所 TRICC 会議室 
調 査 団 熊谷、清野 

 

【議事内容】 
・ 1965 年に創業、2006 年に VNR の子会社となる。 
・ 社員は 371 人で、技術者は 200 人(大学卒)。 
・ ベトナム建設コンサルタント協会や TEDI 経由運輸省ともつながりがあり、道路や橋の

コンサルティング業務を行っている。 
・ 1 ヶ月当たりのコンサルティング・フィーはコストはおよそ 2,000－3,000 ドルである。 
・ 技術規準作りには参加したい。 
 

議  題 科学技術省ベトナム標準品質センター（VSQC）との協議 
面談相手 Mr. Pho Duc Son(副所長) Mr. Hoang Thi Tinh(第 3 技術部) 
日  時 2007 年 11 月 6 日 9:15a.m. ～ 10:30 a.m. 
場  所 VSQC 会議室 
調 査 団 熊谷、清野 
【議事内容】 

・ 当該センターは MOST の法制局に所属する。 
・ 国家レベルの基準策定に関わっており、科学技術省の指示に基づき、委員会形式

で審査を行っている。 
・ 本調査の Regulation については、VNRA が提案し、MOT の科学技術部が評価

し、MOST が VSOC に命じて審査を行うことになろう。承認されれば、MOT
により省令として公布される。 

・ 本調査の Standard については、VNRA が MOT を通じセンターに審査を依頼し、

MOST より公布する。 
・ 委員会は関係機関の参加により開催され、意見の提出を待つのに最低 60 日要す

る。さらに、意見につき議論するのに 60 日を要する。反対があれば更に伸びる

ことになる。 
・ 当センターでは。法律的見地・技術的見地双方に立って検討する。 
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議  題 VNR との追加協議 
面談相手 Railway Projects Management Unit  

Mr. Tran Van Luc (所長) 
Mr. PhamQuang Duy (計画部次長) 

日  時 2007 年 11 月 7 日 9:10a.m. ～ 10:00 a.m. 
場  所 RPMU 会議室 
調 査 団 熊谷、清野、橋田専門家 
【議事内容】 

・ ハノイ市 1 号線のプロジェクトは 1998 年から計画されており、その後継

続的な検討を経て、2005 年 9 月に JETRO と協力して事業計画書を作成

した。その報告を MOT に提出し、既に承認されている。 
・ 2 つのフェーズに分けて建設することになっている。最初のフェーズで

12km(ハノイ駅を挟む区間)、次のフェーズで 16km の計 28,8km である。

施行期間は、前者は 2008 年～2016 年、後者は 2017 年～2020 年。 
・ 駅は国家鉄道として 5 駅、都市鉄道として 11 駅の計 16 駅である。ゲージ

は 3 線軌道で、貨物は別ルートを設けることを考えている。 
・ 1 号線概要のソフトコピーを受領した。 

 
議  題 ハノイ交通情報大学との協議 
面談相手 学長、Do Viet Hai 教授、Phan Van Ky 助教授 
日  時 2007 年 11 月 6 日 14:30ｐ.m. ～ 15:30p.m. 
場  所 ハノイ交通情報大学会議室 
調 査 団 熊谷・清野 
【議事内容】 

・ 鉄道学科を持っている唯一の大学であること、卒業生の多さ等、紹介を受ける。 
・ 規準等の作成に参加することは意義があると考えている。 
・ カントー橋事故の原因究明の委員として参画している者もいるので、規準作りの

委員としての参加にも意欲がある。 
 
 

議  題 ハノイ市人民委員会・HRB との協議 
面談相手 ハノイ市都市鉄道事業局(Hanoi Metropolitan Rail Transport Project 

Board :HRB) 
   Mr. Ha Hui Quang (局長) 
   Mr. Ho Thank Son(技術専門家) 
   Mr. Bui Hong Link（技術専門家）   
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日  時 2007 年 11 月 6 日 4:00p.m. ～ 4:45 ｐ.m. 
場  所 ハノイ市人民委員会 会議室 
調 査 団 熊谷、清野 
【議事内容】 

(1)3 号線の技術基準について 
  3 号線は、フランスのタイド借款で計画を進めており、投資国の基準を使うので、  

Light Rail 方式（パリ・メトロ方式）になる。 
(2) 3 号線建設のスケジュールについて 
 次の 2 段階に分けて実施する。 
  ①2015 年まで・・・21km の建設 
  ②2020 年まで・・・残りの 14km の建設 
  ハノイ駅への乗入れについては、1 号線の計画が既に進んでいることから、それ  
とは別に 3 号線乗りいれ用の駅舎を改築する。その際、ベトナム鉄道（VNR）と 
共同でチケットシステムを作る。 

(3)用地取得について 
 現在、ハノイ市として何らアクションを取ってはいない。  

 
議  題 VNRA との追加協議 
面談相手 Pham Quoc Cuong (鉄道局科学技術課長) 

Hoang Trung Kien (鉄道局専門家) 
日  時 2007 年 11 月 7 日 15;10pm. ～ 16:30p.m. 
場  所 VNRA 会議室 
調 査 団 熊谷、清野、橋田専門家 
【議事内容】 

・ 中国の鉄道技術規準・標準の見本を受領。 
・ 標準は MOST が公布することになる（Decree No127 07,8,1Detailing the 

Implementation of a Number of Articles of the Law on Standards and 
Technical Regulations 参照） 

VNR は、2003 年以降、国にインフラの整備をしてもらう代わりに、ベトナム鉄道連合会に

収入の 10%(1995 年～)、8%(2008 年～)を納めることとなった。一方、VNRA は、VNR の

監督を担当しており、営業許可書の交付等も管轄している。 
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考備語言者行発epyTemaNoN
語英）manteiV(ACIJターデ子電eerceD detaler emos dna waL　yawliaR1
語英 )manteiV(ACIJターデ子電yawliar no stnemucod lageL tsiL2-1
語英ACIJターデ子電法道鉄ムナトベ2

3 Regulations for Bus Terminals コピー JICA（Vietnam) 英語
4 ベトナム国ホーチミン都市交通計画調査(HOUTRANS) 電子データ JICA 日本語・英語
5 ベトナム国ハノイ市総合都市開発計画調査(HAIDEP) 電子データ JICA 日本語・英語

語英)manteiV（ACIJターデ子電ciffarT daoR dnaL no waL6
7 MOTのVNRに対する管理監督　2007年21号23号 コピー VNRA ベトナム語

8
Training Documents on Transport Management to Guarantee
Road Traffic Safety コピー JICA（Vietnam) 英語

9 鉄道事業者の諸規程 コピー VNRA ベトナム語
10 VNRの2007年の社会経済開発計画 コピー VNR ベトナム語・英語

11 Organization Chart（MOT,HO CHI Minh&HANOI City　MOST) 電子データ JICA(Vietnam） 英語

12 Organization Chart（URDMーHO CHI MINH、HRB－HANOI City) 電子データ JICA（Vietnam) 英語

語英)manteiV(ACIJターデ子電RNV fo trahC noitazinagrO31
14 VNR関連会社 コピー VNR 英語

語ムナトベRNVーピコ粋抜表金料RNV51
語ムナトベRNVーピコelbaT emiT61

17 Railway Transport Volume( passenger ,freight) 電子データ VNR 英語

18
Number of Passengers Departed/arrived during the period

語英RNVターデ子電6002-1002
19 List of main customers of VNR freight transport 電子データ VNR 英語
20 Railway Freight Transport Volumes by Commodity 電子データ VNR 英語
21 Financial statement of Vietnam Railways in 2006 電子データ VNR 英語
22 The Numbers of Staff( Rehabilitation and Maintenance) 電子データ VNR 英語・ベトナム語
23 VNRの技術者数2006 コピー VNR ベトナム語
24 訓練教育に関する回答 コピー VNR ベトナム語
25 VNR investment onLim-Pha Lai included in HN-Cai Lan line 電子データ VNR 英語

語英RNVターデ子電 enil naL iaC-NH  fo tnemtsevni RNV62
27 Proposal of the Legal Documents in the Field of Railways in2007コピー VNR 英語
28 鉄道のマスタープラン　(2020年までの) コピー VNR 英語
29 鉄道局担当分の鉄道整備プロジェクトの概要 電子データ VNR 英語
30 将来の鉄道計画（新幹線について） コピー VNR ベトナム語・日本語
31 List of Investment Projects for Railway Infrastructure 2010-2020電子データ VNR 英語
32 Vietnam Railway Construction Projects List until 2020 電子データ VNR 英語
33 Approving the Master Plan on the Development of VNR 電子データ VNR 英語
34 functions,duties,authorities and organization for VNR 電子データ VNR 英語

語英RNVターデ子電RNV rof laicnanif tegdub70-300253
36 Balance Sheet of Transport Block in 2006 電子データ VNR 英語
37 Standards for Desiｇning Transport Facilities 電子データ VNR 英語
38 鉄道建設・鉄道信号・鉄道運転に関する内部規程 冊子（表紙） VNR ベトナム語 JICA（Vietnam) 
39 中国の国家基準(メトロの設計基準)と基準の解説 電子データ VNRA ベトナム語・英語

40
Decision on the Establishment of Vietnam Railways

語英・語ムナトベ)manteiV（ACIJターデ子電)4,3,3002(noitaroproC

41
Detailing and Guiding the Implementation of a number of

語英ACIJターデ子電waL yawliaR eht fo selcitra
42 Railway Date until 2003 コピー VNR 英語
43 Law on Standards and Technical Regulations コピー MOST 英吾
44 MOST Circular 21/2007( 規準・標準策定応用に関する省令） 電子データ MOST ベトナム語・英語
45 MOST Circular 23/2007( 規準・標準策定応用に関する省令） 電子データ MOST ベトナム語・英語
46 MOST　標準と技術規準についてのDecree 電子データ MOST 英語

語ムナトベTSOMーピコ式様定策準規・準標74
48 TCVN(MOSTに所属する標準と品質のセンター）パンフレット パンフレット MOST(TCVN） ベトナム語

語英)manteiV（ACIJターデ子電れ流の査調94
ョシーテンゼレプ語英)BRH(市イノハターデ子電画計展発通交市イノハ05 ン

51 ハノイ高架鉄道プロジェクトFS(Ngoc-Yen Vien) 電子データ JETRO 日本語
52 ハノイ高架鉄道プロジェクトNgoc Hoi-Yen Vien Line 電子データ VNR 英語
53 ホーチミン市質問に対する回答（人口・組織・輸送量・収支見込） 電子データ ホーチミン市 ベトナム語翻訳
54 ホーチミン市メトロレールシステム調査( 2007,6) 電子データ ADB 英語
55 ホーチミン市メトロレールシステム調査( 2007,11) 電子データ ADB 英語 セミナー資料
56 HCM MVA資料　都市鉄道2－3号線概要 電子データ ADB 英語

57
ハノイ都市圏における規制市街地開発事業に関する法制度及

語本日)manteiV（ACIJターデ子電査調析分題問・握把態実び
語英)manteiV（ACIJターデ子電 )lioS ,esioN、ｒiA (NVCT fo tsiL85
語英)manteiV（ACIJターデ子電)ytilauq retaw(NVCT fo TSIL2-85

59 Stipulates the establishment of Urban Railway Management 電子データ ホーチミン市 英語
語ムナトベ市ンミチーホトッレフンパ図線路スバ市ンミチーホ06

61 TRICC（鉄道系コンサルタント）のパンフレット パンフレット TRICC ベトナム語
語ムナトベ学大通交イノハトッレフンパ要概学大報情・通交イノハ26
語ムナトベ店気電トッレフンパ格価売販等機ーピコ36
語ムナトベ社版出書図考参計設のルネント46
語ムナトベ社版出書図考参通交市都56
語ムナトベ社版出書図考参連関備設と準基計設築建66

語英 )manteiV (ACIJターデ子電syawliaR manteiV fo krowteN ehT76
語ムナトベ社版出図地図地地街市市イノハ86
語ムナトベ社版出図地図地地街市市ンミチーホ96

斜体文字は、ハードコピーをPDFにて電子化

５．収集資料一覧
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１．案件名【（旧）１．対象事業名】 

  ベトナム国 鉄道に係る技術規準及び標準策定支援 

２．協力概要 

（１）事業の目的【（旧）３．事業の目的】 
ベトナムの要請に基づき、政策支援型の調査として、鉄道に係る技術規準及び都市鉄道

に係る標準を策定し、またその法制化を支援することを通じて、鉄道の安全かつ効率的な

整備・運営に資するとともに、調査を通じた技術移転を行うことを目的とする。 
 
（２）調査期間【（旧）４．（６）調査日程】 

2008 年２月～2009 年４月（15 ヶ月） 
 
（３）協力相手先機関【（旧）４．（７）実施体制】 

ベトナム交通運輸省鉄道局 
〔Vietnam Railway Administration（VNRA）, Ministry of Transport（MOT）〕 

 
（４）計画の対象（対象分野、対象規模等）【（旧）４．（１）対象】 

対象地域：ベトナム全土（ただし、都市鉄道については、現在事業の計画が進んでいる

ハノイ市及びホーチミン市を中心に検討する。） 
対象分野：技術規準については鉄道全般。標準については都市鉄道を対象とする。 

 
３．協力の必要性・位置づけ 

（１）現状及び問題点【（旧）２．（１）現状及び問題点】 
ベトナムでは、ハノイ市及びホーチミン市の二大都市（各々の人口は 2005 年時点で 314

万人・589 万人）において、経済発展に伴う道路交通量の増大により、渋滞の発生、大気

汚染等の問題が生じており、社会経済開発５ヶ年計画（2006～2010 年）でも、都市におけ

る交通インフラ整備が不十分で、交通渋滞への対策が極めて重要な課題であるとされてい

る。既存の公共交通（バス、既存鉄道）の輸送能力及び道路網の大幅な拡充という対応が

既に開発の進んだ両都市では困難であることから、同計画では都市鉄道システム整備の必

要性が明記されている。  
JICA においては、ホーチミン市では「ホーチミン都市交通計画調査（HOUTRANS）」（2004

年）、ハノイ市では「ハノイ市総合都市開発計画調査（HAIDEP）」（2007 年）の２つの開発

調査を実施し、優先度が高い都市鉄道路線（ホーチミンは１号線、ハノイは２号線）のプ

レフィージビリティ調査が策定された。このうち、ホーチミン市１号線については、フラ

ンス、ドイツ、ロシア、中国等、都市鉄道建設事業に関心を有する他国に先駆け、日本の

技術を適用して最初の路線を建設するべく、本邦技術活用条件（STEP）による円借款供与

が決定しており、日本の鉄道技術に係る知見を踏まえアジア向けの鉄道規格として日本が

作成した「STRASYA」（STandard Urban Railway System for Asia）を適用し、着工に向けた

準備が進められている（なお、ハノイ市の都市鉄道についても、同仕様の適用を前提とし

た円借款供与の検討が進められている）。 
これとは前後して、ベトナムでは、2003 年にベトナム国鉄が分割され、MOT に鉄道局

（Vietnam Railway Administration：VNRA）が設置された。また、2005 年にはドイツ（GTZ）
の技術協力により鉄道法が制定されたが、同法は鉄道事業実施の大枠を定めたものであり、

６．事業事前評価表 
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実務レベルでの細則が含まれていない。一方、ベトナムにおいては、鉄道事業が開始され

てから 100 年以上を経た今日まで、ベトナム鉄道公社（Vietnam Railways：VNR、旧ベトナ

ム国鉄）が唯一の鉄道事業者であったが、その単線・非電化である路線を対象とした内部

技術規定が制定されていたのみであった。VNRA では、建設が進められている複線・電化

された都市鉄道を中心に、国が事業者を指導・監督していくための技術規準及び標準（推

奨規格）を整備する必要があると考えており、ベトナム政府を通じ、開発調査「鉄道に係

る技術規準及び標準策定支援」の実施を日本政府に要請した。 
 
（２）相手国政府国家政策上の位置づけ【（旧）２．（２）国家開発計画・地域開発計画・分野

別計画などの計画と当該案件の整合性】 
ベトナムの第８次経済社会開発５ヶ年計画（2006 年～2010 年）においては、前期計画か

ら引き続きインフラの整備を重点課題として位置づけ、増大する交通量に対応するための

運輸交通ネットワークの構築が重要としており、本事業の方向性とも合致するものである。

特に、既存鉄道のアップグレードと、ハノイ市・ホーチミン市の都市鉄道の整備について

その必要性が明記されている。 
 
（３）他国機関の関連事業との整合性【（旧）２．（３）他国機関の関連事業との整合性】 

鉄道に係る法制度や基準については、ドイツ（GTZ）によるベトナム鉄道法（2005 年）

の策定支援があるが、それ以降は行われていない。しかし、ホーチミン市の都市鉄道１号

線及びハノイ市１・２号線において円借款による準備が進められている他（円借款供与済

であるのはホーチミン市のみ）、フランスによりハノイ市３号線の整備が、また ADB によ

りホーチミン市２・３号線整備に係るフィージビリティ調査が進められており、鉄道に係

る技術規準及び標準を策定する緊急性、必要性は非常に高い。なお、本調査の実施に際し

ては、こうした既往の事業で採用される仕様・規格も十分に念頭に置くことが肝要である。

 
（４）我が国援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置づけ【（旧）２．（４）我が国

の当該国への基本的援助方策との整合性】 
本調査は、日本政府により策定された「国別援助計画」のうち、対ベトナム援助の基本

方向性の一つとして掲げられた「成長促進」に資する。また、本調査は、JICA 国別事業実

施計画にて示された「成長促進」において企図している「都市部の交通網整備」「円借款と

の連携」にも該当する。 
なお、特に都市部の交通網整備に係る協力については、日越首脳会談（2007 年 11 月）

において、チェット国家主席によりハノイ・ホーチミン市への交通渋滞緩和に係る協力へ

の謝意が表明されている。 
 
４．協力の枠組み 

（１）調査項目【（旧）４．（２）調査内容】 
（ａ）鉄道全般に係る既存の資料・関係法令等の情報収集及び課題の抽出 

（ア）ベトナムにおける鉄道全般の計画・関係法令・体制・制度等の情報収集及び分析

（イ）技術規準及び標準の作成に必要となる環境関連、防災関連、電力関連、建築等に

係るベトナム国内関連法規のレビュー 
（ウ）鉄道先進国における鉄道関係法令・技術基準・規格等の比較 
（エ）上記を踏まえた日本における鉄道技術基準及び鉄道規格の適用可能性の検討 
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（ｂ）鉄道に係る技術規準及び標準（各々の解説を含む）の作成 
（ア）標準において最低限規定すべき規格・仕様の検討 
（イ）日本の鉄道技術基準及び鉄道規格を踏まえ、かつ、ベトナムで実施あるいは計画

中の鉄道事業と整合的な技術規準及び標準の作成（ベトナム語への翻訳を含む） 
（ウ）新たな技術規準及び標準に基づく適切な審査・監督・運用体制に係る提言 

（ｃ）（ｂ）において作成された技術規準及び標準の法制化に係る支援 
（ア）法制化手続きのモニタリングと提出された各種意見等への対応 
（イ）監督機関であるVNRAと、事業実施機関であるハノイ市、ホーチミン市、VNRの

協調促進 
（ｄ）関係機関に対するキャパシティ・デベロップメント 

（ア）現地ワークショップの開催 
（イ）C/P 研修の実施 

 
（２）アウトプット（成果）【（旧）４．（３）アウトプット（成果）】 

（ａ）計画策定 
・鉄道全般に係る技術規準の策定及び、都市鉄道に係る標準の策定 
（いずれも、法制化支援により効力を持たせることとする） 

（ｂ）技術移転：日本の鉄道技術基準や鉄道規格に関するノウハウを踏まえつつ、技術規

準・標準の考え方やその運用方法に係る知見を移転 
 
（３）インプット（投入）：以下の投入による調査の実施【（旧）４．（４）インプット（投入）】

（ａ）コンサルタント：計９名（分野／人数） 
分野 人数 分野 人数 

総括／技術規準及び標準 １ 車両・機械計画 １ 
副総括／土木構造物及び駅施設 １ 運転・輸送計画 １ 
軌道 １ 営業計画 １ 
電力・変電設備 １ 法制度・組織体制 １ 
信号・通信設備 １   

 
（ｂ）その他 研修員受入れ 

 
５．協力終了後に達成が期待される目標 

（１）提案計画の活用目標【（旧）５．（１）提案計画の活用目標】 
作成した技術規準及び標準が法制化され、国及び各鉄道事業者において適切に運用され

ること。 
 
（２）活用による達成目標【（旧）５．（２）活用による達成目標】 

鉄道が安全かつ効率的に運営されるとともに、一定水準の利用者サービスが確保される

こと。 
６．外部要因 

（１）協力相手国内の事情【（旧）７．（１）協力相手国内の事情】 
（ａ）政策的要因：政変交代等により提案事業の優先度が低下しない。 
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（ｂ）行政的要因：当該分野に対する予算が適切に配分される。 
（ｃ）経済的要因：経済状況変化により開発資金が不足しない。 
（ｄ）社会的要因：周辺地域の政情不安が増加しない。 

 
（２）関連プロジェクトの遅れ【（旧）７．（２）関連プロジェクトの遅れ】 
   特になし 
７．貧困・ジェンダー・環境等への配慮（注）【新規項目】 

・ 鉄道に係る技術規準及び標準については、鉄道走行によって発生する騒音や振動など、

環境配慮の視点を策定段階で取り入れる必要がある。 
８．過去の類似案件からの教訓の活用（注）【新規項目】 

・ 策定を支援した技術規準及び標準につき、C/P 機関が中長期的に適切な運用を行えるよ

う、調査活動を共同で行い、日本の鉄道技術基準や鉄道規格に関するノウハウをベース

に、十分な技術移転を図る。 
９．今後の評価計画 

（１）事後評価に用いる指標【（旧）６．（１）事後評価に用いる指標】 
（ａ）活用の進捗度 

・策定された技術規準及び標準が、実際に国家規準・国家標準として機能し、鉄道事業

において適切に運用されているか。 
（ｂ）活用による達成目標の指標 

・技術規準及び標準を活用して、鉄道が安全かつ効率的に整備・運営されているか。 
・実際に技術規準及び技術標準を適用した事業の数 

 
（２）上記（ａ）及び（ｂ）を評価する方法及び時期【（旧）６．（２）上記（ａ）及び（ｂ）

を評価する方法及び時期】 
・フォローアップ調査によるモニタリング 
・必要に応じて、2014 年以降に事後評価を実施。 

（注）調査にあたっての配慮事項 
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